
鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補助金（以下「本補助金｣

という｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症患者の疑い例を診療体制の整った医療機関へ確実に

つなぐため、発熱患者等の診療に対応する医療機関（以下「外来対応医療機関」という。）の設備

整備を推進することにより、適切な医療提供体制の確保と感染拡大防止を目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第４欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の

金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た

金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）と総事業費から寄付金その他収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額（以下「算定基準額」という。）に、同表の第５欄に定める率（以下「補

助率」という。）を乗じて得た額（同表の第６欄に定める額を限度とする。））以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成23年12月鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施

にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請及び実績報告の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請及び実績報告は、補助事業の終期から30日以内に行わなければならな

い。 

２ 規則第５条の申請書（同条第１号及び第２号の書類を含む）及び規則第17条第１項の報告書は、

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請及び実績報告に当たり、当該者が免税事業者、

簡易課税事業者、特定収入割合が５パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第三に掲

げる法人及び同法第２条第７項に規定する人格のない社団等）若しくは地方公共団体であると

き、又は仕入控除税額が明らかでないときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額

を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下｢仕入控除税額を含む額」という。）の範

囲内で交付申請及び実績報告をすることができる。 

４ 補助事業者は、交付申請及び実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合には、遅

くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の５月末日までに様式第４号により速やかに知事

に報告しなければならない。なお、仕入控除税額が、実績報告時の仕入控除税額を超えるとき

は、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 



（交付決定及び交付額確定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定及び交付額の確定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に

行うものとする。 

２ 前項の規定による交付決定及び交付額の確定は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入

控除税額を含む額の範囲内で交付決定及び交付額の確定をすることができる。 

 

（財産の処分制限） 

第６条 規則第25条第２項ただし書の期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令（昭和30年政令第255号）第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間とす

る。 

２ 規則第25条第２項第４号の財産は、取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械、器具及び

その他の財産とする。 

３ 第５条第１項の規定は、規則第25条第２項の承認について準用する。 

 

（収益納付） 

第７条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入が

あったときは、速やかに知事にその旨を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示した

ときは、補助事業者は、これに従わなければならない。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年５月18日から施行し、令和５年４月１日から同年９月30日まで（外来対応医

療機関確保事業については令和５年３月10日から同年９月30日まで）の間に事業完了したものについ

て適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年８月10日から施行し、令和５年４月１日から同年９月30日まで（外来対応

医療機関確保事業については令和５年３月10日から同年９月30日まで）の間に事業完了したもの

について適用する。 

２ 改正前の鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補助金交付要綱第５条第１項に基づき補助金の

交付額の確定が行われている場合には、当該交付額に係る消費税及び地方消費税について、交付

申請及び実績報告を行うことができるものとする。 

３ 前項の交付申請及び実績報告に係る規則第５条の申請書（同条第１号及び第２号の書類を含む）

及び規則第17条第１項の報告書は、様式第１号によるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年10月５日から施行し、令和５年10月１日実施事業について適用する。 



別表（第３条関係） 

１補助事

業 

２事業実

施主体 

３補助対

象となる

医療機関 

４補助対象経費 ５補助率 ６補助限度額 

外来対応

医療機関

設備整備

事業 

（令和５

年度新型

コロナウ

イルス感

染症緊急

包括支援

事業（医

療分）実

施要綱

（令和５

年５月８

日付医政

発0508第1

2号厚生労

働省医政

局長ほか

通知）の

別紙の３

（４）の

事業をい

う。） 

右記３に

該当する

医療機関

の開設者

（公立・

私立問わ

ない） 

新型コロ

ナウイル

ス感染症

患者又は

疑い例を

診療した

実績があ

る外来対

応医療機

関 

外来対応医療機関の設

置に必要な設備整備に

要する経費 

（令和５年４月１日か

ら同年９月30日まで） 

(１)HEPAフィルター付

き空気清浄機（陰圧

対応可能なものに限

る） 

(２)HEPAフィルター付

きパーテーション 

(３)個人防護具（マス

ク、ゴーグル、ガウ

ン、グローブ、キャ

ップ、フェイスシー

ルド） 

(４)簡易ベッド 

(５)簡易診療室及び付

帯する備品 

※ 簡易診療室とは、テン

トやプレハブなど簡易

な構造をもち、緊急的

かつ一時的に設置する

ものであって、新型コ

ロナウイルス感染症患

者等に外来診療を行う

診療室をいう。（リー

ス対応が基本） 

（令和５年10月１日か

ら令和６年３月31日ま

で） 

(１)HEPAフィルター付

き空気清浄機（陰圧

対応可能なものに限

る） 

(２)HEPAフィルター付

きパーテーション 

10/10 １施設当たり 

2,000,000円（令和５

年10月１日から令和

６年３月31日までの

個人防護具分を除

く）とし、設備種別

ごとに次の額を上限

とする。 

(１)HEPAフィルター

付き空気清浄機（陰

圧対応可能なものに

限る） 

１施設当たり 

905,000円 

(２)HEPAフィルター

付パーテーション 

205,000円×知事が

必要と認めた台数 

(３)個人防護具 

3,600円×知事が必

要と認めた人数分

（医療機関の職員数

に発熱患者等の診察

日数を乗じた延べ人

数を上限とする） 

(４)簡易ベッド 

51,400円×知事が必

要と認めた台数 

(５)簡易診療室及び

付帯する備品 

知事が必要と認めた

額（実費相当額） 



(３)個人防護具（マス

ク、ゴーグル、ガウ

ン、グローブ、キャ

ップ、フェイスシー

ルド） 

(４)簡易ベッド 

(５)簡易診療室及び付

帯する備品 

ただし、令和２年度

から令和４年度まで又

は令和５年４月１日か

ら同年９月30日までに

本事業（令和２年度か

ら令和４年度までは鳥

取県新型コロナウイル

ス感染症医療体制充実

等補助金（帰国者・接

触者外来等設備整備事

業））による補助を受

けた医療機関において

は、上記（３）個人防

護具以外は補助対象外

とする。 

また、（３）個人防

護具の補助対象期間

は、「新型コロナウイ

ルス感染症の令和５年

10月以降の医療提供体

制の移行及び公費支援

の具体的内容につい

て」（令和５年９月15

日付厚生労働省新型コ

ロナウイルス感染症対

策推進本部事務連絡）

で定める病床確保の対

象期間に限るものとす

る。 

外来対応

医療機関

確保事業 

（令和５

右記３に

該当する

医療機関

の開設者

令和５年

３月10日

以降に新

たに外来

外来対応医療機関の新

設に伴い必要となる令

和５年３月10日以降に

生じた初度設備等の経

10/10 １施設当たり500,000

円 



年度新型

コロナウ

イルス感

染症緊急

包括支援

事業（医

療分）実

施要綱

（令和５

年５月８

日付医政

発0508第1

2号厚生労

働省医政

局長ほか

通知）の

別紙の３

（20）の

事業をい

う。） 

（公立・

私立問わ

ない） 

対応医療

機関（令

和５年５

月７日以

前は診

療・検査

医療機

関）の対

応を行

い、少な

くとも令

和５年度

中は外来

対応医療

機関の対

応を行う

医療機関 

費 

(１)患者案内のための

看板の設置料  

(２)ホームページ上に

外来対応医療機関で

あることを明記する

ための改修費 

(３)換気設備設置のた

めの軽微な改修等の

修繕費（工事費（固

定資産に計上するも

の）に該当するもの

は除く） 

(４)医療機器（パルス

オキシメーター等）

の購入費  

(５)非接触サーモグラ

フィーカメラ（検

温・消毒機能付き

等）の購入費 

(６)その他知事が必要

と認めた経費 

※１ 他の補助金で支援を受ける経費については、補助対象経費から除くものとする。 

※２ 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる

ものとする。 

 

  



様式第１号（第４条関係） 

 

  年  月  日 

 

鳥取県知事 平井 伸治 様 

 

住 所                

申請者 氏 名                

 (団体にあっては、名称及び代表者の氏名)  

 

令和 年度鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補助金交付申請書及び実績報告書 

 

 鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補助金の交付を受けたいので、鳥取県補助金等交付規則第

５条及び第17条の規定により、下記のとおり交付申請及び実績報告します。 

 

記 

 

補助事業等の名称  鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業 

算 定 基 準 額 金   円 

交 付 申 請 額 

（ 実 績 報 告 額 ） 
 金   円 

添 付 書 類 

 

 外来対応医療機関等設備整備事業計画書及び実績報告書 

 

  



様式第３号（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

鳥取県知事 〇〇 〇〇 

（公印省略）      

 

 

令和 年度鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補助金交付決定及び交付額確定通知書 

 

 

令和 年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県外来対応医療

機関等設備整備事業補助金（以下「補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和

３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとお

り交付することに決定し、併せて規則第１８条第１項の規定に基づき交付額を確定したので、規則第

８条第１項及び規則第１８条第１項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業 

  本補助金の補助事業の内容は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

（１）算定基準額 金  円 

（２）交付決定額 金  円 

 

３ 交付額の確定 

  本補助金の確定額は、前記２の（２）の交付決定額のとおりとする。 

 

４ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 

  



様式第４号（第４条関係） 

 

年 月 日 

 

鳥取県知事 様 

住 所 

申請者 氏 名 

（団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

令和 年度鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業仕入控除税額確定報告書 

 

年 月 日第 号により交付決定及び交付額の確定のあった鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補

助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、次のとおり報告します。 

 

１ 交付された補助金等の額の確定額 

金  円 

 

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

金  円 

 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

金  円 

 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

金  円 

 

５ 添付資料 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 

 



様式第４号 別紙（第４条関係） 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類 

 

１ 法人名 

 

２ 法人住所 

 

３ 代表者職氏名 

 

４ 補助事業名 

 

５ 補助金額 

 

６ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

７ ６の計算方法や積算の内訳 

（１）補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

区分 課税仕入れ 

 
非課税 

仕入れ 
合計 課税売上 

対応分 

非課税売 

上対応分 

共通 

対応分 

経

費

の

内

訳 

       

       

       

       

 

（２）課税売上割合 ％ 

 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法 

 

 


